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○倉吉市空き家対策除却支援事業補助金交付要綱 

平成27年８月10日告示第111号 

改正 

平成29年８月１日告示第98号 

平成30年５月22日告示第91号 

令和元年５月22日告示第７号 

令和３年５月17日告示第76号 

令和７年４月１日告示第63号 

倉吉市空き家対策除却支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、倉吉市空き家対策除却支援事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

２　補助金は国庫補助金及び県費補助金をその財源の一部としており、補助金の交付を受ける者は、

前項の規定によるもののほか、国庫補助金及び県費補助金に係る交付要綱その他の規程の規定に従

わなければならない。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１)　空家等　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」とい

う。）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

(２)　空住戸等　倉吉市空家等の適正管理に関する条例（平成25年倉吉市条例第29号。以下「条

例」という。）第２条第２項第１号に規定する空住戸等（共同住宅の住戸を除く。）であって、

住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第４項に規定する不良住宅であるものをいう。 

(３)　除却　建築物の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地をいう。 

(４)　解体業者　建築物等の除却を行う資格を有する事業者をいう。 

（交付目的） 

第３条　補助金は、周囲に対して防災上危険を及ぼす可能性のある空家等若しくは空住戸等の除却を

行う者又は空家等若しくは空住戸等の除却を行い、除却後の跡地を管理し、かつ、計画的に利用す

る者に対し、当該除却に要する費用の一部を補助することにより、当該空家等又は空住戸等の速や

かな除却を促進し、もって生活環境の保全及び安全で安心な市民生活を確保することを目的として

交付する。 

（補助金の交付） 

第４条　市は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に定める補助事業を行う同表の第２欄に定

める事業実施者（同表の第３欄に定める補助要件を満たす者に限る。以下「申請者」という。）そ

の他市長が特に認める事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２　補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に定める補助対象経費の合計額（仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第

108号）に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭

和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を

除く。）に同表の第５欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額と、同表の第６欄
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に定める限度額のいずれか低い額（1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた

額）とする。ただし、倉吉市空家等対策審議会の審議を経て勧告のあった場合は、当該勧告の内容

に係る補助対象経費に補助率を乗じて得た額については、同表第６欄に定める限度額を適用しない。 

３　補助金の交付は、空家等又は空住戸等が存する一敷地（一の空家等又は一の空住戸等と用途上不

可分の関係にある２以上の空家等のある一団の土地をいう。以下同じ。）につき１回を限度とする。

この場合において、別表の第６欄に定める限度額は、空家等の場合にあっては一敷地に対するもの

とし、空住戸等の場合にあっては一の空住戸等に対するものとする。 

（交付申請の添付書類） 

第５条　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。 

２　規則第５条第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

(１)　空家等又は空住戸等の位置図及び現況写真（前面道路等周辺の状況がわかるものを含む。） 

(２)　空家等又は空住戸等の除却に要する経費の額がわかる見積書の写し 

(３)　委任状（空家等又は空住戸等の除却について委任を受けた者が申請する場合に限る。） 

(４)　土地及び建物の所有者がわかるもの（空き家等除却支援事業に限る。） 

(５)　所有者の住民票（空き家等除却支援事業に限る。） 

(６)　空き家等の跡地に係る利用計画書（様式第３号。空き家等除却支援事業に限る。） 

(７)　その他市長が必要と認めるもの 

（交付決定の時期等） 

第６条　補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 

２　補助金の交付決定通知は、様式第４号によるものとする。 

３　第１項及び第４条第１項の規定にかかわらず、補助金の交付申請を行った者が規則第６条の２各

号に掲げる者である場合は、市は、その者に補助金の交付決定を行わない。 

（承認を要しない変更） 

第７条　規則第12条第１項の市長が別に指定する変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(１)　補助金の増額又は３割を超える減額 

(２)　事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

２　前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

（検査員による検査） 

第８条　規則第14条の規定による検査員は、少なくとも一度、補助事業の完了の状況を確認するため

の検査を行わなければならない。この場合において、事業実施者は、当該検査の実施に協力しな

ければならない。 

２　規則第16条の規定による検査結果の通知は、様式第５号によるものとする。 

（実績報告の時期等） 

第９条　規則第17条第１項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める

日までに行わなければならない。 

(１)　規則第17条第１項第１号又は第２号の場合　補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から

20日を経過する日と当該年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日 

(２)　規則第17条第１項第３号の場合　交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月10日 

２　規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ
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様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３　規則第17条第２項のその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類等とする。 

(１)　空家等又は空住戸等の除却に関する契約書又は請書の写し 

(２)　空家等又は空住戸等の除却に要した経費の額がわかる領収書又は請求書の写し 

(３)　空家等又は空住戸等の除却の後の状況がわかる写真（空き家等除却支援事業にあっては、跡

地に跡地利用計画書（様式第６号）を表示していることがわかるものを含む。） 

(４)　その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の支払） 

第10条　補助金の支払の請求に用いる様式は、規則第20条に定めるところによる。 

２　規則第19条の規定による補助金の概算払の通知は、様式第７号によるものとする。 

（交付額の確定の通知） 

第11条　規則第18条の規定による交付すべき補助金の額の確定の通知は、様式第８号によるものとす

る。ただし、当該通知は、市長が国庫補助金の額の確定の通知を受けた後に行う。 

（その他） 

第12条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

この告示は、平成27年８月10日から施行する。 

附　則（平成29年８月１日告示第98号） 

この告示は、平成29年８月１日から施行する。 

附　則（平成30年５月22日告示第91号） 

この告示は、平成30年５月22日から施行する。 

附　則（令和元年５月22日告示第７号） 

この告示は、令和元年５月22日から施行する。 

附　則（令和３年５月17日告示第76号） 

この告示は、令和３年５月17日から施行する。 

附　則（令和７年４月１日告示第63号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第４条、第５条、第８条関係） 

 

 
１補助事業 ２事業実施者 ３補助要件 ４補助対象経費 ５補助率 ６限度額

 
１　空き家等

除却支援事業

次に掲げるいずれかの者 

(１)空家等又は空住戸等の所有

者（以下「所有者」とい

う。） 

(２)所有者から空家等又は空住

戸等の除却について委任を受

けた者

倉吉市内に存する建築物で、次の(１)から(３)までの

全てに該当するものであること。 

(１)　空家等又は空住戸等の除却後の跡地に係る利用計

画書（様式第３号）が提出されるもの 

(２)　空家等又は空住戸等の除却後の跡地に跡地利用計

画（様式第５号）の表示を１年以上行うもの 

(３)　公共事業等の補償の対象となっていないもの

解体業者（市内に本店

又は主たる事務所を有

するものに限る。）に

よる空家等又は空住戸

等の除却に要する経費

（住宅地区改良法第27

条第３項に規定する国

土交通大臣の定める除

却費を限度とする。）

２／５ 60万円

 
２　老朽危険

空き家等除却

支援事業

次に掲げるいずれかの者 

(１)　空家等又は空住戸等の所

有者又は相続権利者（以下

「所有者等」という。） 

(２)　所有者等から空家等又は

空住戸等の除却について委任

を受けた者

倉吉市内に存する建築物で、次の(１)及び(２)に該当

するものであること。 

(１)　法又は条例に基づく除却の助言、指導又は勧告を

受けた空家等又は空住戸等のうち、次に掲げる要件の

いずれかに該当するもの 

ア　倒壊すれば、前面道路を封鎖し（その一部の通行を

遮断する場合を含む。）、災害時の避難、救援活動、

物資輸送等に支障を生じるおそれがあるもの 

イ　繁華街又は幹線道路に面し、倒壊すれば、通行人、

車両等に被害を与えるおそれがあるもの 

ウ　倒壊すれば、隣地の建築物等を損壊し、その居住者

に被害を与えるおそれがあるもの 

エ　周辺地域の住環境に著しく衛生上有害な影響を生じ

るおそれがあるもの 

(２)　公共事業等の補償の対象となっていないもの

４／５ 120万円
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様式第１号（第５条、第９条関係） 

様式第２号（第５条、第９条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第10条関係） 

様式第８号（第11条関係） 


